
   令和  年  月  日議決・専決      令和 ８年 ４月 １日施行

   令和 ８年 ３月３１日公布         令和  年 月 日適用

   佐用町告示第   号

   令和８年佐用町要綱第３３号

佐用町結婚新生活支援補助金交付要綱の一部を改正する要綱

佐用町結婚新生活支援補助金交付要綱の一部を改正する要綱をここに公布する。

令和 ８年 ３月３１日

                   佐用町長  江 見 秀 樹



佐用町要綱第３３号

佐用町結婚新生活支援補助金交付要綱の一部を改正する要綱

佐用町結婚新生活支援補助金交付要綱（令和６年佐用町要綱第14号）の一部を次

のように改正する。

第３条中第６号を第７号とし、第５号の次に次の１号を加える。

(６) 町長が別に定める「結婚・妊娠・共育て」に関する講座等を受講している

こと。

様式第１号を次のように改める。



様式第１号（第５条関係）

附 則

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。


